
 
 

 

 

 

 

 飲み物可能なエリア 

 飲食可能なエリア 

 

2月3日（月）より 中央図書館で 

 

 
 

 

飲食スペース拡大の試行を実施します 

筑波大学附属図書館 

倒しても容易にこぼれない密閉容器に入った飲み物。 
ペットボトルや水筒等は可。 
 

 密閉できない紙パック容器や缶、蓋つきカップ類は不可。 

おにぎり、サンドイッチなどのワンハンドフード。 
ガムや飴類。 
 
においの強いもの、油や汁気のあるもの、 
食器を使用するものは不可。 
お弁当やパスタ、サラダ、カレー、ピザ類は不可。 
包装や容器のないものも不可。 

★閲覧席（機器設置場所を除く）、★研究個室、★集会室、 
チャットフレーム、セミナー室 （★は試行中） 

★ラウンジ、リフレッシュゾーン、エントランス （★は試行中） 

 大事な図書館資料を汚さないようご注意ください。 
 害虫やねずみから資料や施設を守るため、食べこぼし・飲みこぼしのないようお願いいたします。 
 飲食可能なエリアに清掃用具を設置しました。清潔な環境維持のためにお使いください。 

試行期間：2020年 2月 3日（月）～ 
新しく飲み物可能となるエリア：閲覧席（機器設置場所を除く）、研究個室、集会室 
新しく飲食可能となるエリア：ラウンジ 

 

皆様にとって快適な学習環境を守るため、ご協力をよろしくお願いいたします。 
詳しくは、下記や web ページをご覧ください。 
※ 試行期間の利用状況次第では、試行を中止する場合があります。 

長時間滞在される利用者の皆様が快適に過ごせるよう、中央図書館では以下の通り試行を実施します。 
 

 

館内マナー 

倒しても容易にこぼれない密閉容器に入った飲み物。 
ペットボトルや水筒等は可。 
 

 密閉できない紙パック容器や缶、蓋つきカップ類は不可。 



【試行中（2020.2.3～）】 
 

 
 
  

飲食のルール（地図） 
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	飲食ルール_館内ポスター0129.pdf
	飲食ルール_地図_0221.pdf

